
地域のサステナブル・ツーリズム推進助成金交付要綱 

 

５公東観地事第１３３２号 

令和５年１１月７日 

6公 東 観 地 事 第 224 7号 

令和７年３月２７日 

８公東観地事第153号 

令和８年４月１日 

（通 則） 

第１条 公益財団法人東京観光財団（以下「財団」という。）による「地域のサステナブル・

ツーリズム推進助成金（以下「助成金」という。）の交付については、この要綱の定める

ところによる。 

 

（目 的） 

第２条 この助成金は、社会経済・文化・環境の観点をふまえ、地域におけるサステナブル

な観光コンテンツの発掘・磨き上げや地域関係者が一体となって行う持続可能な観光ま

ちづくり等に係る取組を支援することにより、都内地域の自主的なサステナブル・ツーリ

ズムの取組を推進することを目的とする。 

 

（定 義） 

第３条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

一 「助成事業者」とは、この要綱の規定に基づき、助成事業を行う観光協会等、商工会

等、協議会をいう。 

二 「観光協会等」とは、地域の観光産業振興の推進を主たる活動目的とする区市町村と

の連携の下に設立された都内に所在する団体をいう。 

三 「商工会等」とは、商工会法（昭和３５年法律第８９号）に規定する商工会及び商工

会連合会並びに商工会議所法（昭和２８年法律第１４３号）に規定する商工会議所で

あって、都内に所在する団体をいう。 

四 「協議会」とは、観光協会等、商工会等、ＮＰＯ法人、大学、町会・自治会、民間事

業者等の地域の複数の団体が連携して設置した協議会をいう。ただし、地域で主体と

なって観光まちづくりに取り組む団体等（観光協会等、商工会等）を１者以上含むこ

とを条件とする。 

五 「助成事業」とは、助成事業者が行う別表１に掲げるものをいう。 

 

（助成金の交付対象） 

第４条 この助成金は、助成事業に必要な別表２に掲げる経費（以下「助成対象経費」とい

う。）のうち、財団理事長（以下「理事長」という。）が特に必要かつ適当と認め、使途、



単価、規模等の確認ができるものについて、予算の範囲内において、助成事業者に交付す

るものとする。ただし、他の補助金等（区市町村から使途を指定されていない補助金等は

除く）を一部財源とする事業を除く。 

２ この助成金の助成対象となる経費は、交付決定の日以降、財団が定める助成対象期間内

に契約、取得、実施、支払いが完了した経費とする。 

３ 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団

（東京都暴力団排除条例（平成２３年東京都条例第５４号。以下「条例」という。）第２

条第２号に規定する暴力団をいう。）、暴力団員等（条例第２条第３号に規定する暴力団員

及び同条第４号に規定する暴力団関係者をいう。）に該当する者があるものは、助成事業

者としない。 

 

（助成金の額） 

第５条 財団が助成事業者に交付する助成金の額は、助成事業の単一、又は複数組み合わせ

た申請のいずれの場合でも、助成対象経費の３分の２以内の額（１千円未満の端数は切り

捨て）又は助成限度額のいずれか低い額とする。 

２ 助成限度額は５００万円を基本とする。ただし、助成事業が以下の各号に該当する場合

は、それぞれ５０万円ずつ助成限度額を増額し、最大６５０万円を助成限度額とする。 

一 小学生・中学生・高校生等を対象とした取組 

二 地域住民等のシビックプライドの醸成に資する取組 

三 観光を通じた地域の第一次産業の活性化に資する取組 

 

（助成金の交付申請） 

第６条 助成事業者は、助成金の交付を受けようとするときは、理事長が定める期日までに、

別記第１号様式による助成金交付申請書及び別記第１号様式の２による誓約書等にその

他必要な書類を添えて理事長に提出しなければならない。 

    なお、協議会は、上記書類の他、別記第１号様式の３による区市町村からの推薦書を理

事長に提出しなければならない。 

 

（助成金の交付決定） 

第７条 理事長は、前条の助成金交付申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必

要に応じて現地調査等を行い、適正と認めるときは助成金の交付決定を行い、別記第２号

様式による助成金交付決定通知書により助成事業者に通知するものとする。また、交付し

ないと決定したときは、理事長は、その旨を別記第２号様式の２により申請者に通知する

ものとする。 

２ 理事長は前項の審査を行うため必要な事項を別に定める。 

３ 理事長は、第１項による交付決定に当たっては、必要な条件を付すことができる。 

 



（申請の取下げ） 

第８条 助成事業者は、前条の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるとき

は、交付決定の通知を受けた日から１４日以内に、その旨を記載した書面を理事長に提出

することにより、申請の取下げをすることができる。 

２ 前項に規定するほか、交付決定前に申請を取り下げようとするときは、遅滞なくその旨

を記載した書面を理事長に提出しなければならない。 

 

(事情変更による決定の取消し等)  

第９条 理事長は、交付決定後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、交付決定の

全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更す

ることができる。ただし、助成事業のうち、既に経過した期間に係る部分については、こ

の限りでない。 

２ 前項の規定による交付の決定を取り消すことができる場合は、天災事変その他助成金

の交付決定後生じた事情の変更により、助成事業の全部又は一部を継続する必要がなく

なった場合に限る。 

３ 理事長は、第１項の規定による取消し又は変更を行ったときは、理由を付して書面によ

り通知するものとする。 

４ 第１項の規定による交付決定の取消しにより特別に必要になった事務及び事業に対し

ては、次の各号に掲げる経費に係る助成金を交付することができる。 

一 助成事業に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費 

二 助成事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する

経費 

５ 前項の助成金の額の同項各号に掲げる経費の額に対する割合その他その交付について

は、第１項の規定による取消しに係る助成事業についての助成金に準ずる。 

 

（助成事業の内容又は経費の配分の変更） 

第１０条 助成事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、別記第３号様式による承

認申請書を理事長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、第２号に掲げる

事項のうち軽微な変更については、報告に代えることができる。 

 一 助成事業に要する経費の配分を 20％を超えて変更しようとするとき。 

 二 助成事業の内容を変更しようとするとき。 

 三 交付決定に当たって、理事長が特に条件を付した場合において、その条件に反して事

業の内容を変更するとき。 

２ 理事長は、前項による申請があった場合は、その内容を審査し、必要に応じて条件を付

し、別記第４号様式により助成事業者に通知するものとする。 

 



(助成事業の中止又は廃止) 

第１１条 助成事業者は、助成事業を中止又は廃止しようとする場合は、あらかじめ別記第

５号様式による承認申請書を理事長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 理事長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、

これを承認し、別記第６号様式により助成事業者に通知を行うものとする。 

３ 助成事業者は前項の規定により助成事業の廃止の承認を受けた場合、第１７条に基づ

き、実績報告書を提出することとする。 

 

（日常生活に支障をきたす事態の発生による助成事業の中止又は廃止） 

第１２条 理事長は、感染症の拡大等、日常生活に大きな支障をきたすような事態の発生に

より、必要があると認めるときは、助成事業の中止又は廃止を命ずることができる。この

場合において、理事長は必要に応じて交付決定の内容を変更し、又は条件を付すことがで

きる。 

２ 理事長は、前項の規定により助成事業の中止又は廃止を命ずるときは、理由を付して書

面により通知するものとする。 

３ 助成事業者は、第１項の規定により助成事業の廃止を命じられた場合、第１７条に基づ

き、実績報告書を提出することとする。 

 

（助成事業遅延等の報告） 

第１３条 助成事業者は、助成事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれ

るとき、又はその遂行が困難となったときは、速やかに別記第７号様式による助成事業遅

延等報告書を理事長に提出し、その指示を受けなければならない。 

 

（遂行状況） 

第１４条 理事長は、助成事業の遂行状況について、助成事業者との連携を密にし、必要に

応じて職員に現地調査を行わせるなど、助成事業の進捗の把握に努めるものとする。 

 

（状況報告） 

第１５条 理事長は、助成事業の円滑な執行を図るため、必要に応じて助成事業者に対し遂

行状況に関して報告を求めることができる。 

２ 助成事業者は、前項の要求があった場合には、速やかに理事長に状況報告をしなけれ

ばならない。 

 

（遂行命令等） 

第１６条 理事長は、第１４条の現地調査及び前条の規定による報告等により、交付決定の

内容又はこれに付した条件に従って遂行されないと認めるときは、助成事業者に対し、こ



れらに従って助成事業を遂行すべきことを命じることができる。 

２ 理事長は、助成事業者が前項の命令に違反したときは、助成事業者に対して助成事業の

一時停止を命じることができる。 

 

（実績報告） 

第１７条 助成事業者は、助成事業が完了したときは、その日から３０日以内に、必要な書

類を添えて、速やかに別記第８号様式による実績報告書を理事長に提出しなければなら

ない。 

２ 第１１条第２項の規定により助成事業の廃止の承認を受けたとき、又は第１２条第１

項の規定により助成事業の廃止を命じられたときは前項の規定を準用する。 

 

（助成金の額の確定） 

第１８条 理事長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、必要

に応じて現地調査等を行い、その報告に係る助成事業の成果が助成金の交付決定の内容

及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、別記

第９号様式により助成事業者に通知するものとする。 

２ 前項の規定により確定する交付すべき助成金の額は、第５条の規定により算出する額

（１千円未満の端数は切り捨て）又はその交付決定額のいずれか低い額とする。 

３ 交付額の確定に当たり、事業の実施に伴う収入があり、助成を受けることによって収益

が生ずる場合は、助成金の額から収益相当額を控除する。 

 

（是正のための措置） 

第１９条 理事長は、前条第１項の規定による審査の結果、助成事業の成果が助成金の交付

決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、助成事業者に対し、これ

らに適合させるための措置を取ることを命ずることができる。 

２ 第１７条の規定による実績報告は、前項の命令により必要な措置をした場合について

準用する。 

 

（助成金の支払） 

第２０条 理事長は、第１８条の規定により交付すべき助成金の額を確定したのち、助成金

を支払うものとする。 

２ 助成事業者は、前項の規定により助成金の支払を受けようとするときは、別記第１０号

様式による助成金請求書を理事長に提出しなければならない。 

 

（交付決定の取消し） 

第２１条 理事長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当する場合、助成金の交付決定



の全部又は一部を取り消すことができる。 

一 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき。 

二 助成金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき。 

三 交付決定を受けた者（法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他

の従業員若しくは構成員を含む。）が暴力団又は暴力団員等（東京都暴力団排除条例に

規定する暴力団及び暴力団員等）に該当するに至ったとき。 

四 申請要件に該当しない事実が判明したとき。 

五 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は助成金の交付決定に

基づく命令に違反したとき。 

六 その他、財団が助成事業として不適切と判断したとき。 

 

（助成金の返還） 

第２２条 理事長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、助成

事業の当該取消しに係る部分に関し、既に助成事業者に助成金が支払われているときは、

期限を定めてその返還を命じるものとする。 

 

（助成金の経理等） 

第２３条 助成事業者は、助成事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書

類及び事業内容に関する資料その他の関係書類を整理し、かつ、これらの書類を助成事業

が完了した日の属する会計年度の終了後５年間保存するものとする。 

２ 助成事業者は、助成事業の完了後、理事長が求めた場合は、前項の書類等について公開

しなければならない。この場合において、公開期限は助成事業の完了した日の属する会計

年度の終了後５年間とする。 

 

（取得財産等の管理及び処分） 

第２４条 助成事業者は、助成事業により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財

産等」という。）については、助成事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもっ

て管理し、助成金の交付目的に従って、その効率的運営を図らなければならない。 

２ 助成事業者は、取得財産等について、台帳を設け、その管理状況を明らかにしなければ

ならない。 

３ 助成事業者は、取得財産等のうち、取得価格又は効用の増加した価格が５０万円以上の

ものを、他の用途に使用し、他の者に貸し付け若しくは譲り渡し、他の物件と交換し又は

債務の担保に供しようとする場合は、別記第１１号様式による取得財産等処分承認申請

書を理事長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、減価償却資産の耐用年数に

関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める資産ごとの耐用年数を経過している

場合はその限りではない。 

４ 理事長は、助成事業者が取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込



まれる場合は、交付した助成金の全部又は一部に相当する金額を納付させるものとする。 

 

（検査及び事業効果の報告） 

第２５条 助成事業者は、助成事業の完了した日が属する会計年度の終了後５年間におい

て、理事長が財団職員をして、助成事業の運営及び経理等の状況について検査させた場合、

又は助成事業の事業効果について報告を求めさせた場合には、これに応じなければなら

ない。 

 

（違約加算金及び延滞金の納付） 

第２６条 第２１条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部の取消しを行い、第２

２条の規定により助成金の返還を命じたときは、理事長は、助成事業者が助成金を受領し

た日から返還の日までの日数に応じ、助成金の額（一部を返還した場合のその後の期間に

おいては既返還額を控除した額）につき、年１０．９５パーセントの割合で計算した違約

加算金（１００円未満の場合を除く。）を助成事業者に納付させなければならない。 

２ 助成金の返還を命じた場合において、助成事業者が定められた納期日までに助成金を

納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につ

き、年１０．９５パーセントの割合で計算した延滞金（１００円未満の場合を除く。）を

納付させなければならない。 

３ 前２項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても３６５日当たり

の割合とする。 

 

（違約加算金の基礎となる額の計算） 

第２７条 前条第１項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、助成事業者

の納付した金額が返還を命じた助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返

還を命じた助成金の額に充てるものとする。 

 

（延滞金の基礎となる額の計算） 

第２８条 第２６条第２項の規定により、延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じ

た助成金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延

滞金の基礎となる未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。 

 

（非常災害の場合の措置） 

第２９条 非常災害等による被害を受け、助成事業の遂行が困難となった場合の助成事業

者の措置については、理事長が指示するところによる。 

 

（その他） 



第３０条 助成金の交付に関するその他必要な事項は、理事長が別にこれを定める。 

 

附  則 

この要綱は、令和５年１１月１６日から施行する。 

附  則 

この要綱は、令和７年４月７日から施行する。 

   附  則   

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

  



別表１（第３条第５号関係） 

 

助成事業 

区分 内容 

A サステナブル・ツ

ーリズムを推進する

ための準備事業 

サステナブル・ツーリズムを推進するために、地域関係者の知識

習得や取組機運向上、地域の観光資源の発掘等に役立つ新たな取

組 

 

※「地域関係者」とは、助成事業者の職員等に加え、助成対象者

が観光まちづくりに取り組むエリア内で、助成事業者と連携し

て活動する個人や団体・企業の職員等を含むものとする。 

B サステナブル・ツ

ーリズムを推進する

ための実践事業 

サステナブル・ツーリズムを推進するために、「社会経済」「文化」

「環境」の３分野への影響に配慮して実施する新たな取組 

 

※「配慮」とは、「社会経済」「文化」「環境」それぞれの分野に対

し以下のいずれかの条件を満たすことを指す。 

・好影響を与える 

・悪影響を与えない 

・現状より悪影響を軽減する 

※以下の条件をすべて満たすことを必須とする。 

 ＜条件＞ 

・サステナブル・ツーリズムに関する地域の方針等（例：自治

体が策定した計画等）がある場合は、それに合致する事業で

あること。また、効果的な実践のために必要な準備（例：調

査、地域関係者との合意形成等）を経て実施される事業であ

ること。 

・サステナブルな取組内容を、地域ならではのストーリー（取

組の背景にある想いや経緯など）とともに分かりやすく旅行

者へ発信すること。 

・助成対象期間後 の計画がある（事業の持続可能性が考慮さ

れている）こと。 

※「社会経済」「文化」「環境」の 3分野への影響に配慮して既存

の取組を再構築又は一部改善する場合も助成対象とする。ただ

し、一部改善する場合は新たに取り組む改善に係る部分のみを

助成対象事業とする。 

 



別表２（第４条関係） 

 

助成対象経費 

助成対象となる経費は、次の(１)から(６)までの条件を満たし、「助成対象経費一覧」に

掲げる経費とする。 

(1) 事業に直接必要であることが明確であり、適正かつ合理的な範囲と認められる経費で

あること。 

(2) 申請者が自組織の内部ではなく、外部に対して支払う経費であること。 

(3) 外部から取得した見積書等の客観的な金額根拠を申請時に提出でき、かつ、支払を証明

する書類を実績報告時に提出できる経費であること。 

(4) 契約、取得、実施、支払までの一連の手続きが助成対象期間内に行われる経費であるこ

と。 

(5) 助成対象（使途、単価、規模等）の確認が可能であり、かつ、本助成事業に係るものと

して、明確に区分できる経費であること。 

(6) 財産取得となる場合は、所有権等が助成事業者に帰属する経費であること。 

 

【助成対象経費一覧】 

研修費、専門家招聘費（謝礼、交通費等）、調査委託費、事務局業務委託費、会場費、企

画費、コンテンツ等制作費、ツアーやイベントの運営に必要な経費（運営委託費、材料資

材費、来訪者に対する賠償・傷害保険料など）、広告宣伝費、印刷製本費、通信運搬費、

備品購入費（取得価格 50 万円未満）、 消耗品費、その他事業目的を達成するために有効

な直接経費 

 

（参考）助成対象にならない経費の例 

助成対象にならない経費の例 摘要 

土地の取得、賃借、造成及び補償に係る経費  

法定耐用年数に満たない施設設備の改修等に係る

経費 

 

経常的な経費（施設設備の維持管理費、光熱水費、

人件費、事務的経費等） 

 

記念品・景品等の購入経費 参加者が製作や収穫等をしたもの

は除く 

取得後の認証等の維持に係る経費 認証機関に支払う年会費や更新費

用等 

金券、貴金属等購入費 有償施設の招待券等も含む 

租税公課 消費税等 



動産の保険、イベント中止保険  

その他事業に直接関係しない経費 儀礼的経費、振込手数料、使用実績

のないもの等 

 


